
交通事故によるお怪我を治療中の皆様へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

     

任意保険基準 

保険会社が決めた独自の基準

で、多くの保険会社はこの基準

を基に示談金を算出します。 

自賠責保険基準よりやや高い

損害賠償額となります。 

 

保険会社の提示する示談金額は、『任意保険基準』で算出されます。『裁判所基準』と比べて大幅に低

いため、適正な示談金額であることは、まずありません。 

加害者側の保険会社に言われるがまま示談を進めると「大きく損をしてしまう可能性」が高いので

す。 

ポイント！ 

あなたはもっと高い示談金を受け取れるかもしれません 

自賠責保険基準 

強制加入の保険で必要最低限

の保障をしてくれます。 

請求から 30 日ほどで支払いが

なされるため、治療を継続する

資金などに充てることができま

すが、示談金は少額です。 

裁判所基準 

これまでの判例を参考にして定

められた基準で、和解交渉や訴

訟をすることにより、任意保険

基準よりもさらに高い示談金を

獲得できます。 

 

〒465-0005 名古屋市名東区香流一丁目１０１０番地の５ 

示談金低い 高い

 

お問い合わせ 

ご相談は 

花宮綜合コンサルティング グループ 

示談する前に、まずはご相談下さい！ 
ご依頼いただいていれば、これだけ増加していたかもしれません！  

 

 

解決事例 ～S さん（専業主婦）症状：ムチウチ

花宮綜合コンサルティングに

ご相談・ご依頼

電話 ０１２０-１５-８７３８
イ コ ー ハ ナ ミ ヤ

ＦＡＸ ０５２-７７７-０１０９

Email info@hanamiya.org  
 

花宮綜合 

 

司法書士法人（簡裁訴訟代理権認定） 行政書士 

 

お客様の任意保険に「弁護士特約」がある場合、原則としてお客様には手続報酬のご負担はありません 



 

０ ９

FAX 相談申込書 

 

 ０ ５ ２ －７ ７ ７ －０ １ ０ ９

ご住所   〒 お名前 

お電話 

（      ）       ― 

ご相談内容（判る範囲でご記入ください） 

面談・出張相談を希望される日時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一希望：   月   日  午前・午後    時    分～ 

第二希望：   月   日  午前・午後    時    分～ 

第三希望：   月   日  午前・午後    時    分～ 

ご加入保険 □国保 □社保 □組合健保 □任意保険（あり ・ なし） □人身傷害保険（あり ・ なし） □弁護士特約（あり ・ なし）  

ご加入の 

任意保険 

□三井住友 □あいおいニッセイ □東京海上日動 □日新 □損保ジャパン日本興亜 □ＡＩＵ 

□ＪＡ共栄 □ＳＢＩ □アクサ □チューリッヒ □ソニー □セゾン □セコム □エース □朝日  

□Ｅデザイン □大同 □全労済 □三井Ｄ □そんぽ２４ □その他（                    ） 

相手方の保険 □自賠責（あり ・ なし） □任意保険（あり ・ なし） □ひき逃げ □その他（                  ） 

相手方の 

任意保険 

□三井住友 □あいおいニッセイ □東京海上日動 □日新 □損保ジャパン日本興亜 □ＡＩＵ 

□ＪＡ共栄 □ＳＢＩ □アクサ □チューリッヒ □ソニー □セゾン □セコム □エース □朝日  

□Ｅデザイン □大同 □全労済 □三井Ｄ □そんぽ２４ □その他（                    ） 

 

 

事故の特定 

 

日 時 平成    年     月     日    （午前 ・ 午後    時      分頃） 

場 所  

事故状況 □追突 □正面衝突 □出会い頭衝突 □飲酒 □信号無視 □無免許 □その他（            ）

お客様 □歩行中 □自転車 □自動車運転 □自動車同乗 □バイク運転 □バイク同乗 □その他（       ）

相手方 □自動車 □自転車 □バイク □その他(                   ） 

その他 通院中の接骨院等の名称（                         ）

花宮綜合コンサルティング グループ 
名古屋市名東区香流一丁目１０１０番地の５ 

司法書士法人（簡裁訴訟代理権認定） 行政書士 

0120-1 5
イコー

-8738
ハナミヤ

 FAX 052-７７７-0109 

 

初回相談無料！  
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